
区分陳列の方法はこちら

１　 優良書籍

区　分 書籍の名称 出版社等の名称

1 書籍 ペンギンとざんたい 株式会社講談社

2 書籍 ツン子ちゃん、おとぎの国へ行く 株式会社小峰書店

3 書籍 ふわふわ　白鳥たちの消えた冬 株式会社福音館書店

4 書籍 きっと　きみに届くと信じて 株式会社金の星社

２ 有害図書類（個別指定）

区　分 図書類等の名称 出版社等の名称

1 雑　誌 ENTERTAINMENT　Dash 実話　Special  2月号 株式会社晋遊舎

2 雑　誌 BLACKBOX 2014年2月号VOL．87 マイウェイ出版

3 雑　誌 BLACKザ・タブー　VOL.11 ミリオン出版株式会社

　県青少年健全育成審議会の答申を踏まえ、平成２６年２月１４日付けで、下記１の書籍
４点を「青少年の健全な育成に有益な映画又は書籍」として推奨しました（県青少年健全
育成条例第１２条）。

　また、同日付けで、下記２の図書類３点を「青少年に有害な図書類」として個別指定し
ました（同条例第１８条第１項）。

※　本県において、これらの有害図書類については、満１８歳未満の青少年への販売、
　貸付け、頒布又は供覧等が禁止されます（同条第３項）。

　そのほか、下記３の計１９点の図書類について「青少年に有害な図書類（包括指定）」
である点を県社会環境調査会において確認しました（同条第２項第１号及び第２号）。

　　また、書店等の図書類取扱業者においては、これらを「区分陳列」するとともに、
　「青少年が購入し、借り受け、閲覧し又は視聴することができない旨の掲示」をしな
　ければなりません（同条第４項及び第５項）。

記

http://www.pref.fukushima.lg.jp/download/1/160054kubunchinretsu.pdf


３ 有害図書類（包括指定）

区　分 図書類等の名称 出版社等の名称

1 コミック 新装版　職業・殺し屋。１ 株式会社白泉社

2 コミック Ｔo　ＬＯＶＥる－とらぶる－ダークネス　９ 株式会社集英社

3 コミック ８♀１♂　４ 株式会社講談社

4 コミック みこすり半劇場２０１４　２月号 株式会社ぶんか社

5 コミック 増刊まんがグリム童話Ｌove＆Ｓexy Ｖol．４０ 株式会社ぶんか社

6 コミック 月刊　劇漫スペシャル　２０１４　３月号 株式会社　竹書房

7 コミック
月刊　いちばん残酷なまんがグリム童話
　２０１４　２月号

株式会社ぶんか社

8 コミック まんがグリム童話デラックス　Ｖol．７８ 株式会社ぶんか社

9 コミック 大人の関係　Ｖol．１ 株式会社メディアックス

10コミック ＢＯＹ’Ｓ　ピアス禁断２月号 （株）マガジン・マガジン

11 雑　誌 ＥＸ　ＭＡＸ！　２０１４　２月号 株式会社ぶんか社

12 雑　誌 ＣＩＲＣＵＳ　ＭＡＸ　２０１４　2月号 ＫＫベストセラーズ

13 雑　誌
実話ブラックザ・タブーＳＰＥＣＩＡＬ
                               Ｖol．３

ミリオン出版株式会社

14 雑　誌 完熟ものがたり　Ｖol．１５ 株式会社茜新社

15 雑　誌 楽しい三十路体験１２月号　Ｖol．５２ マイウェイ出版（株）

16 雑　誌 本当にあったみだらな話　２０１４　３月号 株式会社一水社

17 雑　誌 黄金のＧＴ　2月号 株式会社晋遊舎

18 雑　誌 実話　裏　歴史ＳＰＥＣＩＡＬ２０１４ ミリオン出版株式会社

19 雑　誌 爆乳ムッチリぽちゃドル 株式会社オークス

　次の要件をみたす「図書類」又は「がん具類」については、本県青少年健全育成条例
上は、個別の諮問や指定行為（県報告示）を経ることなく、発行時又は製造時において
自動的に「有害図書類」又は「有害がん具類」に指定されたものとみなされ、本県にお
いては、満１８歳未満の青少年に対する販売等が禁止されるという制度のことです。

　これに違反した場合には、「３０万円以下の罰金」に処せられることがあります（同
条例第３４条第４項第２号及び第５号）。

〔「包括指定」制度について〕



○卑猥な姿態等を描写した場面が、合わせて３分を超え、又は、連続して３分を超える
　ビデオテープ又はビデオディスク（第２号）

【図書類】（同条例第１８条第２項）
○卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した絵が２０ページ以上、又は、ページ
　総数の５分の１以上ある書籍又は雑誌（第１号）

○使用済みの下着であるとして、又は、これと誤認される表現若しくは形態を用いて、
　包装箱その他の物に収納されている物品（第２号）
　（「普通の未使用の女性用下着」であっても「女性の下着姿の写真」が添付されて
　いるものなどは、これにあたります）

【がん具類】（同条例第２０条第２項）
○下着の形状をしたがん具（第１号）

○専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具（第３号）


